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１ 発達障害について



発達障害について
＜「発達障害者支援法」における定義＞
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、
アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障
害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の
障害であってその症状が通常低年齢において発現する
ものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害
がある者であって発達障害及び社会的障壁により⽇常
生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達
障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものを
いう。



発達障害について
＜発達障害とは＞
◆ 生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、低年齢のうち
から⾏動⾯や情緒⾯に特徴がある状態（知的発達のレベルもさ
まざま）。
◆ 「先天的なハンディキャップなので、ずっと発達しない」
のではなく、発達のしかたに生まれつき凸凹がある障害。
◆ ⼀⾒しただけではわからない障害であるため、誤解を受け
やすい。➡ 本人の生きづらさや養育者の悩みにつながる。
◆ 診断がついていなくても、似たような特性を持つ人は多い。
◆ 本人や家族・周囲の人が、特性に応じた⽇常生活や学校・
職場での過ごし⽅を⼯夫することで、持っている⼒を活かし
やすくなったり、⽇常生活の困難を軽減させたりすることが
できる。



発達障害について

出典元︓国⽴障害者リハビリテーションセンター
発達障害情報・支援センター

（自閉スペクトラム症（ASD））

（注意欠如・多動症）

（限局性
学習症）



発達障害について

＜自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）＞
◆ 特 徴
主に３つの特徴がある（三つ組みの障害）
○ 社会性（対人関係）の障害
・ 関わり方が⼀方的でマイペース
・ 場の雰囲気が読み取れない など
○ コミュニケーションの障害
・ 人の気持ちを想像することが苦手
・ ⾔葉の裏の意味が分からない など
○ 想像⼒の障がいと特異的な⾏動
・ 興味が偏る（きわめて限定され執着する興味）
・ 常同的な動作を繰り返す など



発達障害について

＜注意欠陥・多動症（ＡＤＨＤ）＞

◆ 特 徴
○ 「不注意」・・・物をよく紛失する、忘れ物が多い、気が

散りやすい など
○ 「多動性」・・・じっとしていない、着席すべき場⾯で離席

しやすい、手足をそわそわする など
○ 「衝動性」・・・順番を待つことが苦手、質問が終わる前に

答える など
○ 症状のいつくかが１２歳以前から認められ、２つ以上の状況
（家庭、学校、職場等）で障害となっている。



発達障害について

＜限局性学習症（ＬＤ）＞

◆ 特 徴
○ 知能の発達に遅れはないが、「読む・書く・計算する」
のいずれかの障害がある。
（読んだことの意味理解が困難、書字が困難、数の理解や
計算が困難 など）

○ ⽂部科学省では、「全般的な知的発達に遅れはないが、
聞く、話す、読む、書く、計算する⼜は推論する能⼒のう
ち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状
態を示すものである」と定義。



２ 発達障害に関する法律



＜発達障害に関する法令＞
１ 発達障害者支援法 （平成１６年制定）

○ 目 的（第１条抜粋）
「発達障害者の自⽴及び社会参加のためのその生活全般

にわたる支援を図り、もって全ての国⺠が、障害の有無に
よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会の実現に資する」こと。

○ 基本理念（第２条の２）
「発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の

機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについて
の選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共
生することを妨げられないことを旨として、⾏われなけれ
ばならない。」

発達障害に関する法令



＜発達障害に関する法令＞
２ 障害者基本法 （昭和４５年制定）

○ 目 的（第１条）
障害者の自⽴及び社会参加の支援等のための施策の基本

となる事項を定めること等により、障害者の自⽴及び社会
参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進する
ことを目的。

○ 障害者の定義（第２条第１号）
身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）

その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）
がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に
日常生活⼜は社会生活に相当な制限を受ける状態にある
ものをいう。
※ 「発達障害者」は平成２３年の法改正により明記。

発達障害に関する法令



＜発達障害に関する法令＞
３ 障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律） （平成２５年制定）

○ 障害を理由に差別的取り扱いや
権利侵害をしてはいけない。

○ 社会的障壁を取り除くための合
理的な配慮をすること。

○ 国は差別や権利侵害を防⽌する
ための啓発や知識を広めるための
とりくみを⾏わなければならない。

発達障害に関する法令



３ 発達障害に関する
支援等



＜本市における支援の取組み＞
１発達障害者支援センターつばさ

発達障害に関する支援等

○ 発達障害に関する相談に応じる機関
○ ⽉曜〜⾦曜 8︓30〜17︓00

○ 電話、Email、来所、訪問
○ 内容
相談支援、発達支援、就労支援、
機関コンサルテーション、研修・
普及啓発 など

連絡先︓093(922)5523



＜本市における支援の取組み＞
２ペアレント・メンターの養成・活用

○ 発達障害のある⼦どもを育ててきた同じ⽴場の保護者
を、支援が必要な保護者に対し相談や情報提供等を⾏う
「ペアレント・メンター」として養成。

○ ⼦育てに悩む保護者の精神的な支えとなったり、適切
な機関へつないだりする活動等により、地域における当
事者同士の支え合いを推進する。

発達障害に関する支援等



発達障害に関する支援等



＜本市における支援の取組み＞
３発達障害に関する相談カフェの開催①

○ 「⼦どもの⾏動について気になる」など、発達障害に
関する⼦育ての悩みを抱える保護者の話を、同じ⼦育て
経験を持つ「ペアレント・メンター」が聴き、共感し寄
り添うとともに、地域資源の情報提供等を⾏う。

○ 令和４年度は毎⽉１回開催（13:00〜14:30）
・偶数⽉ → ⼩倉北区
・奇数⽉ → 八幡⻄区

○ 事前に申込みが必要
・申込みなどについては、市政だよりなどでお知らせ。

発達障害に関する支援等



＜本市における支援の取組み＞
３発達障害に関する相談カフェの開催②

○ 参加者数
令和３年度 ８名
令和４年度（４〜１０⽉） ８名

○ 相談内容
⼦どもとの接し方や対応方法など、⼦育てに関する

ものが多い。

○ 参加者からは「満足した」との評価を受けている。

発達障害に関する支援等



発達障害に関する支援等



＜本市における支援の取組み＞
４世界自閉症啓発デーに伴う啓発活動

○ ４⽉２日の世界自閉症啓発デーの啓発期間中（毎年
４⽉２日〜４⽉８日）に、多くの方に発達障害を理解して
いただくための取組みを実施。

＜取組み＞
◆ ⼩倉城や門司港駅舎等の施設をブルーにライトアップ
◆ 市内の図書館、ウェルとばた、北九州市障害者スポーツ
センターアレアスに、専用の展示・啓発コーナーを設置
（関連図書の紹介、発達障害の特性や対応に関するパネル
展示）

○ 発達障害に関する当事者団体、発達障害者支援センター
つばさと協働して実施。

発達障害に関する支援等



＜発達障害に関する情報＞

（１）北九州市ホームページ（発達障害関連）
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/hohuku/
32100001_00036.html

（２）発達障害者支援センターつばさ
http://www.tsubasa.kitaq-src.jp/

（３）厚生労働省（発達障害ナビポータル）
https://hattatsu.go.jp/?wpmeteordisable=1

発達障害に関する支援等

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/hohuku/
http://www.tsubasa.kitaq-src.jp/
https://hattatsu.go.jp/?wpmeteordisable=1


ご清聴ありがとう
ございました


